
皆様の参加をお待ちしています 社会保険協会 支部だより

相 馬 支 部 第28回 社会保険親善ボウリング大会

※お申込みいただいた代表者へ、後日詳しい通知をお送りいたします。また、コロナウィルス感染拡大の状況により中止になる場合があります。

福 島 支 部 健康づくりボウリング大会
令和5年2月10日（金）午後7時スタート
※受付は6時45分までにお願いいたします。

ラウンド１ （福島市）

管内協会会員事業所の被保険者

定　　員
日　　程

場　　所

参 加 費

参加資格

申込締切

一人1,000円（２ゲーム代、靴代、飲み物含む）

令和4年12月9日（金）午後6時30分スタート
※受付は6時1５分までにお願いします。

ルミックスボウル原町

管内協会会員事業所の被保険者

日　　程

場　　所

参　加　費

参加資格

一人1,000円（２ゲーム代、靴代、飲み物含む）

先着５０名（１事業所６名まで）

１レーン３名までとなります。
マスク等感染対策をお願いする
こととなります。

そ の 他

令和5年1月13日（金）

定　　員

申込締切

30名（１事業所３名まで それ以上は要相談）

１レーン３名までとなります。
マスク等感染対策をお願いする
こととなります。

そ の 他

令和4年11月28日（月）
※定員になり次第締切ります。

支部事業のボウリング大会参加申込書

　福島支部並びに相馬支部において、令和4年度の「健康づくり親善ボウリング大会」を下記により開催します。
　なお、申込締切後にお申込みいただいた代表者様へ詳しい内容をご連絡いたします。
　また、コロナ禍の開催となりますので、ボウリング業界のコロナウィルス感染防止対策ガイドラインの遵
守をお願いすることになります。

参加申込み・お問い合せ先／（一財）福島県社会保険協会　TEL.024-525-9311　FAX.024-525-9312
　　　　　　　　　　　　 〒960-8041 福島市大町5-2  千代田生命福島ビル4F

《FAX番号》 024-525-9312※FAXで送付ください

※申込書はもれなくご記入ください。特にFAX番号、代表者の携帯番号も必ずご記入ください。※参加者欄は参加人数の制限にご注意ください。

事業所整理記号

　□　福島支部　　　　□　相馬支部

被保険者　・　家 族 歳

被保険者　・　家 族 歳

被保険者　・　家 族 歳

被保険者　・　家 族 歳

被保険者　・　家 族 歳

被保険者　・　家 族 歳

参
　加
　者

（代表者）

※ 参 加 希 望 支 部 に □ し て く だ さ い

緊急連絡先（携帯番号　　　　   　　　　　）

■ 船員保険会･･････････････････････････････････････････････････４施設
■ ホテル法華クラブグループ ･･･････････････････････････････････12施設
■ 高輪・品川プリンスホテルグループ ･････････････････････････････４施設
■ プリンスホテルグループ
 宿泊施設 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 47施設
 娯楽施設（ゴルフ場・スキー場等）･･････････････････････････････････････ 59施設

■ 湯快リゾート㈱ ･････････････････････････････････････････････30施設
■ ダイワロイヤルホテル（大和リゾート㈱）････････････････････････25施設
■ 亀の井ホテルグループ･･･････････････････････････････････････30施設
■ ＨＭＩホテルグループ
　 （ホテルマネージメントインターナショナル㈱）･･･････････････････41施設
■ クア・アンド・ホテルグループ ･･････････････････････････････････４施設
■ 個別契約施設（宿泊施設）････････････････････････････････････13施設
■ 個別契約施設（日帰り施設）････････････････････････････････････ 6施設

　全国社会保険協会連合会では、「社会保険協会の会員事業所」の従業員と
その家族の健康保持増進に資するため、下記施設グループと優待利用契約
を結んでいます。従業員の皆様の宿泊休養等に、是非ご利用ください。
　なお、利用にあたっては、「施設利用会員証」が必要となります。詳しくは、当
協会または一般社団法人全国社会保険協会連合会のホームページをご参照
ください。また、タイムズカーレンタルの割引もございます。

宿泊施設・娯楽施設優待事業のご案内宿泊施設・娯楽施設優待事業のご案内

　当協会では、会員事業所の福利厚生事業を支援するため、福島県内の契約施設
（17）を利用できる「無料入浴券」を5月末までに申請のあった会員事業所へ交付し
ています。
　今年度においては、6月1日以降も受付期間を延長してきたところですが、9月末
日で終了いたしましたのでお知らせいたします。
　なお、令和4年度の「無料入浴券」の使用期限は、令和5年3月31日までとなります。
　また、令和5年度の実施については、令和5年4月頃にご案内する予定です。

無料入浴券申請期間延長が終了しました無料入浴券申請期間延長が終了しました

全 国 社 会 保 険 協 会 連 合 会 からのお知らせ

社 会 保 険 協 会 からのお知らせ

✿  優待施設  ✿✿  優待施設  ✿
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